
（１）ヒアリング日程の都合が悪い場合は、地方創生推進係まで連絡ください。
（２）時間内に終了しない場合は、別途日程を設ける場合があります。
（３）係のヒアリング順については、各課にて決めておいてください。
（４）令和2年度第1期芦屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略評価シートを使ってヒアリングを行います。

7月6日 (月)

7月8日 (水)

7月7日 (火)

7月9日 (木)

7月3日 (金)

令和２年度第1期芦屋町まち・ひと・しごと総合戦略評価に関するヒアリング日程（案）

令和2年5月27日現在

令和２年
9 10 11 12 13 14 15 16 17

13：30～16：30
生涯学習課

・芦屋釜振興係

・公民館・文化係

・社会教育係

9：30～10：30
総務課

・庶務係

13：30～14：30
芦屋港活性化推進室

・事業推進係

9：30～10：30
環境住宅課

・環境・公園係

・地域振興・交通係

・住宅係

13：30～15：30
健康・こども課

・健康づくり係

・子育て支援係

10：30～11：30
福祉課

・高齢者支援係

10：30～11：30
学校教育課

・学校教育係

13：30～16：30
産業観光課

・商工観光係

・農林水産係

令和2年6月3日
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9：30～11：30
企画政策課

・企画係

・広報情報係

・地方創生推進係

予備日 予備日


